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2

【本⽇の説明事項】
設置許可基準規則第四⼗三条（重⼤事故等対処設備）の要求事項に対応するための基本⽅針に
ついて，次ページ以降に⽰す。
概要は，以下の通り。
泊３号炉において，重⼤事故等対処設備に関する基本⽅針は，重⼤事故等対処設備の選定の考
え⽅及び選定した重⼤事故等対処設備が確実に機能を発揮するための⽅針であることから，基本的
にプラント型式によらない⽅針であり，PWRプラント及びBWRプラントの先⾏審査実績と⽐較・整理し
，泊３号炉における⽅針が先⾏審査実績と同等であることを確認している。

まとめ資料は，2017年３⽉までに審査を受けたものから，先⾏審査実績を踏まえて記載の充実や表
現の適正化を図るとともに，以下について，重⼤事故等対処設備の選定，基本⽅針を⼀部変更し
ている。

設置許可基準規則第四⼗三条

 重⼤事故等対処設備の分類 （P7に詳細を記載）
重⼤事故等対処設備（設計基準拡張）の設定，可搬型重⼤事故等対処設備に防⽌・緩和を識別
【先⾏BWRプラントと同等】

 重⼤事故等対処設備の環境条件 （P14に詳細を記載）
重⼤事故等対処設備の機能要求時の環境条件として考慮する⾃然現象の規模を設定
【先⾏BWRプラントと同等】

（従前は，設計基準対象施設に考慮する⾃然現象と同等を想定）
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 設置許可基準規則第四⼗三条及び技術基準規則第五⼗四条の要求事項を第１表に⽰す。
 各要求事項に対応するための基本⽅針について，第１表中の「分類」に対応させ，８ページ以降に⽰す。

第１表 設置許可基準規則及び技術基準規則の要求事項（１／４）
【項，号】

1
【解釈 1】  第１項から第３項までに規定する「想定される重⼤事故等」とは、本規程第

３７条において想定する事故シーケンスグループ（炉⼼の著しい損傷後の原
⼦炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画された対策が想定す
るもの。）、想定する格納容器破損モード、使⽤済燃料貯蔵槽内における想
定事故及び想定する運転停⽌中事故シーケンスグループをいう。

【解釈 1】 第１項から第３項までに規定する「想定される重⼤事故等」とは、設置許可
基準規則解釈第３７条において想定する事故シーケンスグループ（炉⼼の著
しい損傷後の原⼦炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、計画され
た対策が想定するもの。）、想定する格納容器破損モード、使⽤済燃料貯蔵
槽内における想定事故及び想定する運転停⽌中事故シーケンスグループをい
う。

⼀ 
➄-1 環境条件

⼆ 
⑥-1

操作性の確保
・操作の確実性

【解釈 2】  第１項第３号の適⽤に当たっては、第１２条第４項の解釈に準ずるものとす
る。

【解釈 2】 第１項第３号の規定の適⽤に当たっては、第１５条第２項の解釈に準ずるも
のとする。

四 
⑥-2

操作性の確保
・系統の切替性

【解釈 3】 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施設だけでなく、
当該重⼤事故等対処設備以外の重⼤事故等対処設備も含む。

【解釈 3】  第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施設だけでな
く、当該重⼤事故等対処設備以外の重⼤事故等対処設備も含む。

六 

➄-2
環境条件
・重⼤事故等対処設備
の設置場所

設置許可基準規則（四⼗三条） 技術基準規則（五⼗四条） 分類
重⼤事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 重⼤事故等対処設備は、次に定めるところによらなければならない。

−

想定される重⼤事故等が発⽣した場合における温度、放射線、荷重そ
の他の使⽤条件において、重⼤事故等に対処するために必要な機能を
有効に発揮するものであること。

想定される重⼤事故等が発⽣した場合における温度、放射線、荷重そ
の他の使⽤条件において、重⼤事故等に対処するために必要な機能を
有効に発揮すること。

想定される重⼤事故等が発⽣した場合において確実に操作できるもの
であること。

想定される重⼤事故等が発⽣した場合において確実に操作できるこ
と。

三 健全性及び能⼒を確認するため、発電⽤原⼦炉の運転中⼜は停⽌中に
試験⼜は検査ができるものであること。

健全性及び能⼒を確認するため、発電⽤原⼦炉の運転中⼜は停⽌中に
必要な箇所の保守点検（試験及び検査を含む。）ができること。

五 ⼯場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 ⼯場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないこと。
② 悪影響防⽌

⑦ 試験・検査性

本来の⽤途以外の⽤途として重⼤事故等に対処するために使⽤する設
備にあっては、通常時に使⽤する系統から速やかに切り替えられる機
能を備えるものであること。

本来の⽤途以外の⽤途として重⼤事故等に対処するために使⽤する設
備にあっては、通常時に使⽤する系統から速やかに切り替えられる機
能を備えること。

想定される重⼤事故等が発⽣した場合において重⼤事故等対処設備の
操作及び復旧作業を⾏うことができるよう、放射線量が⾼くなるおそ
れが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切
な措置を講じたものであること。

想定される重⼤事故等が発⽣した場合において重⼤事故等対処設備の
操作及び復旧作業を⾏うことができるよう、放射線量が⾼くなるおそ
れが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切
な措置を講ずること。
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第１表 設置許可基準規則及び技術基準規則の要求事項（２／４）

【項，号】

2

⼀ 
④-1

容量等
・常設重⼤事故等対処
設備

⼆ 

③ 共⽤の禁⽌

【解釈 4】  第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を講じたもの」と
は、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性を考慮したものをいう。

【解釈 4】  第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を講ずること」と
は、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性を考慮することをいう。

分類
重⼤事故等対処設備のうち常設のもの（重⼤事故等対処設備のうち可
搬型のもの（以下「可搬型重⼤事故等対処設備」という。）と接続す
るものにあっては、当該可搬型重⼤事故等対処設備と接続するために
必要な発電⽤原⼦炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器
を含む。以下「常設重⼤事故等対処設備」という。）は、前項に定め
るもののほか、次に掲げるものでなければならない。

常設重⼤事故等対処設備は、前項の規定によるほか、次に定めるとこ
ろによらなければならない。

−

三 常設重⼤事故防⽌設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の
安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措
置を講じたものであること。

常設重⼤事故防⽌設備には、共通要因（設置許可基準規則第⼆条第⼆
項第⼗⼋号に規定する共通要因をいう。以下同じ。）によって設計基
準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう、適切な措置を講ずること。

設置許可基準規則（四⼗三条） 技術基準規則（五⼗四条）

想定される重⼤事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 想定される重⼤事故等の収束に必要な容量を有すること。

⼆以上の発電⽤原⼦炉施設において共⽤するものでないこと。ただ
し、⼆以上の発電⽤原⼦炉施設と共⽤することによって当該⼆以上の
発電⽤原⼦炉施設の安全性が向上する場合であって、同⼀の⼯場等内
の他の発電⽤原⼦炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限
りでない。

⼆以上の発電⽤原⼦炉施設において共⽤しないこと。ただし、⼆以上
の発電⽤原⼦炉施設と共⽤することによって当該⼆以上の発電⽤原⼦
炉施設の安全性が向上する場合であって、同⼀の⼯場等内の他の発電
⽤原⼦炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、この限りでない。

①-1
多様性，位置的分散
・常設重⼤事故等対処
設備
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第１表 設置許可基準規則及び技術基準規則の要求事項（３／４）
【項，号】

3

【解釈 5】 第３項第１号について、可搬型重⼤事故等対処設備の容量は、次によるこ
と。
(a)可搬型重⼤事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可搬型注⽔
設備（原⼦炉建屋の外から⽔⼜は電⼒を供給するものに限る。）にあって
は、必要な容量を賄うことができる可搬型重⼤事故等対処設備を１基あたり
２セット以上を持つこと。
これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバック
アップを⼯場等全体で確保すること。
(b)可搬型重⼤事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等であって負荷
に直接接続するものにあっては、１負荷当たり１セットに、⼯場等全体で故
障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップを加えた
容量を持つこと。
(c)「必要な容量」とは、当該原⼦炉において想定する重⼤事故等において、
炉⼼損傷防⽌及び格納容器破損防⽌等のために有効に必要な機能を果たすこ
とができる容量をいう。

【解釈 5】  第３項第１号について、可搬型重⼤事故等対処設備の容量は、次によるこ
と。
(a) 可搬型重⼤事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可搬型注⽔
設備（原⼦炉建屋の外から⽔⼜は電⼒を供給するものに限る。）にあって
は、必要な容量を賄うことができる可搬型重⼤事故等対処設備を１基あたり
２セット以上を持つこと。
これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバック
アップを⼯場等全体で確保する。
(b)可搬型重⼤事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等であって負荷
に直接接続するものにあっては、１負荷当たり１セットに、⼯場等全体で故
障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップを加えた
容量を持つこと。
(c)「必要な容量」とは、当該原⼦炉において想定する重⼤事故等におい
て、炉⼼損傷防⽌及び格納容器破損防⽌等のために有効に必要な機能を果た
すことができる容量をいう。

⼆ 

⑥-3

操作性の確保
・可搬型重⼤事故等対
処設備の常設設備との
接続性

【解釈 6】  第３項第３号について、複数の機能で⼀つの接続⼝を使⽤する場合は、それ
ぞれの機能に必要な容量（同時に使⽤する可能性がある場合は、合計の容
量）を確保することができるように接続⼝を設けること。

【解釈 6】  第３項第３号について、複数の機能で⼀つの接続⼝を使⽤する場合は、そ
れぞれの機能に必要な容量（同時に使⽤する可能性がある場合は、合計の容
量）を確保することができるように接続⼝を設けること。

可搬型重⼤事故等対処設備に関しては、第⼀項に定めるもののほか、
次に掲げるものでなければならない。

可搬型重⼤事故等対処設備に関しては、第⼀項の規定によるほか、次
に定めるところによらなければならない。 −

設置許可基準規則（四⼗三条） 技術基準規則（五⼗四条） 分類

⼀ 想定される重⼤事故等の収束に必要な容量に加え、⼗分に余裕のある
容量を有するものであること。

想定される重⼤事故等の収束に必要な容量に加え、⼗分に余裕のある
容量を有すること。

④-2
容量等
・可搬型重⼤事故等対
処設備

常設設備（発電⽤原⼦炉施設と接続されている設備⼜は短時間に発電
⽤原⼦炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同
じ。）と接続するものにあっては、当該常設設備と容易かつ確実に接
続することができ、かつ、⼆以上の系統⼜は発電⽤原⼦炉施設が相互
に使⽤することができるよう、接続部の規格の統⼀その他の適切な措
置を講じたものであること。

常設設備（発電⽤原⼦炉施設と接続されている設備⼜は短時間に発電
⽤原⼦炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同
じ。）と接続するものにあっては、当該常設設備と容易かつ確実に接
続することができ、かつ、⼆以上の系統⼜は発電⽤原⼦炉施設が相互
に使⽤することができるよう、接続部の規格の統⼀その他の適切な措
置を講ずること。

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続すること
ができなくなることを防⽌するため、可搬型重⼤事故等対処設備（原
⼦炉建屋の外から⽔⼜は電⼒を供給するものに限る。）の接続⼝をそ
れぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。

常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続すること
ができなくなることを防⽌するため、可搬型重⼤事故等対処設備（原
⼦炉建屋の外から⽔⼜は電⼒を供給するものに限る。）の接続⼝をそ
れぞれ互いに異なる複数の場所に設けること。 ①-3

多様性，位置的分散
・可搬型重⼤事故等対
処設備と常設重⼤事故
等対処設備の接続⼝
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第１表 設置許可基準規則及び技術基準規則の要求事項（４／４）

【項，号】

四 

➄-3
環境条件
・可搬型重⼤事故等対
処設備の設置場所

【解釈 7】 第３項第５号について、可搬型重⼤事故等対処設備の保管場所は、故意によ
る⼤型航空機の衝突も考慮すること。例えば原⼦炉建屋から 100m 以上離隔
をとり、原⼦炉建屋と同時に影響を受けないこと。⼜は、故意による⼤型航
空機の衝突に対して頑健性を有すること

【解釈 7】 第３項第５号について、可搬型重⼤事故等対処設備の保管場所は、故意によ
る⼤型航空機の衝突も考慮すること。例えば原⼦炉建屋から 100m 以上離隔
をとり、原⼦炉建屋と同時に影響を受けないこと。⼜は、故意による⼤型航
空機の衝突に対して頑健性を有すること。

六 

⑥-4
操作性の確保
・発電所内の屋外道路
及び屋内通路の確保

七 

①-2
多様性，位置的分散
・可搬型重⼤事故等対
処設備

設置許可基準規則（四⼗三条） 技術基準規則（五⼗四条） 分類
想定される重⼤事故等が発⽣した場合において可搬型重⼤事故等対処
設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよ
う、放射線量が⾼くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所へ
の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。

想定される重⼤事故等が発⽣した場合において可搬型重⼤事故等対処
設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよ
う、放射線量が⾼くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所へ
の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。

五 地震、津波その他の⾃然現象⼜は故意による⼤型航空機の衝突その他
のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重⼤事故等対処
設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重⼤事故等対処設備と異
なる保管場所に保管すること。

地震、津波その他の⾃然現象⼜は故意による⼤型航空機の衝突その他
のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重⼤事故等対処
設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重⼤事故等対処設備と異
なる保管場所に保管すること。

多様性，位置的分散
・可搬型重⼤事故等対
処設備

想定される重⼤事故等が発⽣した場合において、可搬型重⼤事故等対
処設備を運搬し、⼜は他の設備の被害状況を把握するため、⼯場等内
の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであるこ
と。

想定される重⼤事故等が発⽣した場合において可搬型重⼤事故等対処
設備を運搬し、⼜は他の設備の被害状況を把握するため、⼯場等内の
道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講ずること。

重⼤事故防⽌設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基
準事故対処設備の安全機能、使⽤済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注
⽔機能⼜は常設重⼤事故防⽌設備の重⼤事故に⾄るおそれがある事故
に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが
ないよう、適切な措置を講じたものであること。

重⼤事故防⽌設備のうち可搬型のものには、共通要因によって、設計
基準事故対処設備の安全機能、使⽤済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは
注⽔機能⼜は常設重⼤事故防⽌設備の重⼤事故に⾄るおそれがある事
故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう、適切な措置を講ずること。

①-2
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重⼤事故等対処設備の分類［43‐2,3］

 常設重⼤事故等対処設備
 常設重⼤事故防⽌設備
（常設耐震重要重⼤事故防⽌設備を
含む。）

 常設重⼤事故緩和設備
 常設重⼤事故防⽌設備（設計基準
拡張）

 常設重⼤事故緩和設備（設計基準
拡張）

 常設重⼤事故等対処設備のうち防⽌
でも緩和でもない設備

 可搬型重⼤事故等対処設備
 可搬型重⼤事故防⽌設備
 可搬型重⼤事故緩和設備
 可搬型重⼤事故等対処設備のうち防
⽌でも緩和でもない設備

重大事故等対処施設 

重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故防止設備 

b.常設耐震重要 

重大事故防止設備 

a.常設重大事故防止設備 g.可搬型重大事故防止設備 

重大事故緩和設備 

c.常設重大事故緩和設備 h.可搬型重大事故緩和設備 

f.    防止でも緩和でもない設備    k. 

特定 
重大事故等 
対処施設 

重大 
事故等 
対処 
設備 

d.常設重大事故防止設備 

 （設計基準拡張） 

e.常設重大事故緩和設備 

 （設計基準拡張） 

i.可搬型重大事故防止設備 

 （設計基準拡張） 

j.可搬型重大事故緩和設備 

 （設計基準拡張） 

設計基準対象施設 

第１図 重⼤事故等対処設備の分類［共1-4］

【先⾏BWRプラントと同等】
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重⼤事故等対処設備に関する基本⽅針（１／６）

①多様性，位置的分散
①-1 常設重⼤事故等対処設備（四⼗三条第２項第三号） ［43-5］

 常設重⼤事故防⽌設備は，設計基準事故対処設備等の安全機能と共通要因によって同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独⽴
性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。

 常設重⼤事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，位置的
分散を図る設計とする。

①-2 可搬型重⼤事故等対処設備（四⼗三条第３項第五号，第七号）［43-6］
 可搬型重⼤事故防⽌設備は，設計基準事故対処設備等⼜は常設重⼤事故防⽌設備と共通
要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な
限り多様性，独⽴性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。

 可搬型重⼤事故等対処設備は，地震，津波，その他の⾃然現象⼜は故意による⼤型航空機
の衝突その他のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重⼤事故等対処設備の配置その他
の条件を考慮した上で常設重⼤事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。

①-3 可搬型重⼤事故等対処設備と常設重⼤事故等対処設備の接続⼝（四⼗三条第３項第三
号） ［43-8］
 原⼦炉建屋⼜は原⼦炉補助建屋の外から⽔⼜は電⼒を供給する可搬型重⼤事故等対処設備
と常設設備との接続⼝は，共通要因によって接続することができなくなることを防⽌するため，それ
ぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。

【先⾏BWRプラントと同等】
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重⼤事故等対処設備に関する基本⽅針（２／６）

②悪影響防⽌（四⼗三条第１項第五号）［43-9］
 重⼤事故等対処設備は，発電⽤原⼦炉施設（他号炉を含む。）内の他の設備（設計基準対象施
設及び当該重⼤事故等対処設備以外の重⼤事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計と
する。

③共⽤の禁⽌（四⼗三条第２項第ニ号）［43-10］
 常設重⼤事故等対処設備の各機器については，２以上の発電⽤原⼦炉施設において共⽤しない設
計とする。

【先⾏BWRプラントと同等】
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重⼤事故等対処設備に関する基本⽅針（３／６）

④容量等
④-1 常設重⼤事故等対処設備（四⼗三条第２項第⼀号）［43-11］

 常設重⼤事故等対処設備は，想定される重⼤事故等の収束において，想定する事象及びその
事象の進展等を考慮し，重⼤事故等時に必要な⽬的を果たすために，事故対応⼿段としての
系統設計を⾏う。重⼤事故等の収束は，これらの系統の組合せにより達成する。
系統の⽬的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。

④-2 可搬型重⼤事故等対処設備（四⼗三条第３項第⼀号）［43-12］
 可搬型重⼤事故等対処設備は，想定される重⼤事故等の収束において，想定する事象及びそ
の事象の進展を考慮し，事故対応⼿段としての系統設計を⾏う。重⼤事故等の収束は，これら
の系統の組合せにより達成する。

 可搬型重⼤事故等対処設備は，系統の⽬的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに，
設備の機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要な容量等に
加え，⼗分に余裕のある容量等を有する設計とする。
• 可搬型重⼤事故等対処設備のうち，原⼦炉建屋⼜は原⼦炉補助建屋の外から⽔⼜は電⼒を供給する注⽔設備及び

電源設備は，必要となる容量等を有する設備を１基当たり２セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検による待
機除外時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保する。

• 可搬型重⼤事故等対処設備のうち，負荷に直接接続する加圧器逃がし弁操作⽤可搬型窒素ガスボンベ，加圧器逃が
し弁操作⽤バッテリ等は，必要となる容量等を有する設備を１基当たり１セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点
検による待機除外時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保する。

• 上記以外の可搬型重⼤事故等対処設備は，必要となる容量等を有する設備を１基当たり１セットに加え，設備の信頼
度等を考慮し，予備を確保する。

【先⾏BWRプラントと同等】
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重⼤事故等対処設備に関する基本⽅針（４／６）

⑤-1 環境条件（四⼗三条第１項第⼀号）［43-13］
 重⼤事故等対処設備は，想定される重⼤事故等が発⽣した場合における温度，放射線，荷重及び
その他の使⽤条件において，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使⽤場所）⼜は保
管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。

⑤-2 重⼤事故等対処設備の設置場所（四⼗三条第１項第六号）［43-15］
 重⼤事故等対処設備は，想定される重⼤事故等が発⽣した場合においても操作及び復旧作業に⽀
障がないように，放射線量の⾼くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮
蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若
しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，⼜は中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操
作可能な設計とする。

⑤-3 可搬型重⼤事故等対処設備の設置場所（四⼗三条第３項第四号）［43-15］
 可搬型重⼤事故等対処設備は，想定される重⼤事故等が発⽣した場合においても設置及び常設設
備との接続に⽀障がないように，放射線量の⾼くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設
置場所への遮蔽の設置等により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

【先⾏BWRプラントと同等】
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重⼤事故等対処設備に関する基本⽅針（５／６）

⑥操作性の確保
⑥-1 操作の確実性（四⼗三条第１項第ニ号）［43-16］

 重⼤事故等対処設備は，想定される重⼤事故等が発⽣した場合においても操作を確実なものと
するため，重⼤事故等時の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする。

⑥-2 系統の切替性（四⼗三条第１項第四号）［43-16］
 重⼤事故等対処設備のうち，本来の⽤途以外の⽤途として重⼤事故等に対処するために使⽤
する設備は，通常時に使⽤する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要な弁等
を設ける設計とする。

⑥-3 可搬型重⼤事故等対処設備の常設設備との接続性（四⼗三条第３項第ニ号）［43-16］
 可搬型重⼤事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易かつ確実に接続できる
ように，ケーブルはボルト・ネジ接続⼜はより簡便な接続⽅式等を⽤い，配管は配管径や内部流
体の圧⼒によって，⼤⼝径配管⼜は⾼圧環境においてはフランジを⽤い，⼩⼝径配管かつ低圧
環境においてはより簡便な接続⽅式等を⽤いる設計とする。可搬型窒素ガスボンベ，可搬型タン
クローリー等については，各々専⽤の接続⽅式を⽤いる。

⑥-4 発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保（四⼗三条第３項第六号）［43-17］
 想定される重⼤事故等が発⽣した場合において，可搬型重⼤事故等対処設備を運搬し，⼜は
他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，⾃然現象，
発電⽤原⼦炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって⼈為によるもの，
溢⽔及び⽕災を想定しても，運搬，移動に⽀障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数
のアクセスルートを確保する。

【先⾏BWRプラントと同等】
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重⼤事故等対処設備に関する基本⽅針（６／６）

⑦試験・検査性（四⼗三条第１項第三号）［43-20］
 重⼤事故等対処設備は，健全性及び能⼒を確認するため，発電⽤原⼦炉の運転中⼜は停⽌中に
必要な箇所の保守点検，試験⼜は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，
分解点検等ができる構造とする。また，接近性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近⼜は検
査が困難である箇所を極⼒少なくする。

【先⾏BWRプラントと同等】
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重⼤事故等対処設備の環境条件（１／２）［共−３］

 重⼤事故等対処設備の機能要求時の環境条件として考慮する⾃然現象の規模は，重⼤事故
等の発⽣が設計基準事故の発⽣と⽐較して低頻度であることを考慮して設定する。

重⼤事故等対処設備で考慮する⾃然現象

影響が他事象
に包含される

10年に1回程度の
発⽣は考えにくい

SA設備に影響
を及ぼさない

地震（第39条）

⻯巻

⽕⼭の影響

津波，落雷，地
滑り，⽣物学的
事象，森林⽕災，
⾼潮

他の条で評価

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

第２表参照

１．地震 ４．⻯巻 ７．積雪 10．⽕⼭の影響 13．⾼潮
２．津波 ５．凍結 ８．落雷 11．⽣物学的事象
３．⾵（台⾵） ６．降⽔ ９．地滑り 12．森林⽕災

⾵（台⾵），凍
結，降⽔，積雪

第２図 重⼤事故等対処設備の環境条件を設定する⾃然現象の設定［共3-2］

重⼤事故等対処設備の環境条件を設定する⾃然現象

【先⾏BWRプラントと同等】
ただし，地滑りについてはプ
ラント敷地条件による。
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重⼤事故等対処設備の環境条件（２／２） ［共−３］
第２表 重⼤事故等における環境条件を設定する⾃然現象の選定及び規模の設定［共3-3］

No. 事象 重⼤事故等における環境条件としての特記事項
1 地震 第三⼗九条における評価に包絡。

2 津波 年超過確率10-1の規模の津波が発⽣したとしても重⼤事故等対処設備に影響を及ぼさないため，環境条件の対象外と
する。

3 ⾵（台⾵） 環境条件として年超過確率10-1/年値を考慮する。

4 ⻯巻 年超過確率10-1程度の規模の⻯巻を想定した場合の⾵速は，⾵（台⾵）の年超過確率10-1/年値未満であり，⾵(台⾵)
に包絡されることから，環境条件の対象外とする。

5 凍結 環境条件として年超過確率10-1/年値を考慮する。
6 降⽔ 環境条件として年超過確率10-1/年値を考慮する。
7 積雪 環境条件として年超過確率10-1/年値を考慮する。

8 落雷 屋内設備は，設計基準対象施設の建屋により防護される。屋外設備は，機能要求時に，周囲に避雷効果が期待できる
より⾼い設備が存在する，落雷の影響が及ぶ⾼さの設備は無いこと等から，環境条件の対象外とする。

9 地滑り

地滑りにより影響を受ける範囲は限定され，重⼤事故等対処設備の使⽤場所を内包する原⼦炉建屋等及び屋外におけ
る可搬型重⼤事故等対処設備（可搬型モニタリングポストを除く）の使⽤場所は地滑りにより影響を受ける範囲にな
い。また，可搬型モニタリングポストの使⽤場所は地滑りにより影響を受ける可能性があるが，当該箇所にアクセス
することができない場合は，アクセスルート上の⾞両で運搬できる範囲に設置場所を変更して測定するため，影響は
受けないことから，環境条件の対象外とする。

10 ⽕⼭の影響 泊発電所での⽕⼭による降灰は10年に１回程度の発⽣は考えにくいことから，環境条件の対象外とする。

11 ⽣物学的
事象

屋内設備は，設計基準対象施設の建屋により防護される。屋外設備は，クラゲ等の発⽣に対して除塵装置やストレー
ナの設置により，⼩動物に対して貫通部の閉⽌処理等により侵⼊防⽌対策を⾏うことから，環境条件の対象外とする。

12 森林⽕災 設計基準規模の森林⽕災を想定した場合でも防⽕帯があることから，設備に影響を及ぼさないため，環境条件の対象
外とする。

13 ⾼潮 ⾼潮の影響を受けない敷地⾼さに設置・保管する設計とするため，環境条件の対象外とする。

【先⾏BWRプラントと同等】
ただし，地滑りについてはプ
ラント敷地条件による。


